
 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。  

平 成 24年 11月 26日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 ４ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す  

る 規 則  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水

道 企 業 団 規 則 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 。以 下「 条 例 」とい う 。）

第 ６条 の 規 定 に 基づ き 、大 阪 広 域 水 道企

業 団情 報 公 開 審 査会 （ 以下 「 審 査 会 」と

い う。 ） の 組 織 、委 員 の報 酬 及 び 費 用弁

償 の額 そ の 他 審 査会 に 関し 必 要 な 事 項を

定 める も の と す る。  

 

（ 会議 ）  

第 ４条  （ 略 ）  

２  審 査 会 は 、 委員 の 過半 数 が 出 席 しな け

れ ば会 議 を 開 く こと が でき な い 。  

３  （ 略 ）  

 

（ 報酬 ）  

第 ５条  条 例 第 ３条 第 １項 の 規 定 に 基づ き

定 める 委 員 の 報 酬の 額 は、 日 額 8,000円 と

す る。  

 

 

 

 

 

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ６条  委 員 の 費用 弁 償の 額 は 、 大 阪広 域

水 道企 業 団 職 員 の旅 費 に関 す る 規 程 （平

成 23年 大 阪 広 域 水道 企 業団 管 理 規 程 第 26

号 ）に よ り 同 規 程第 25条 第２ 号 に 規 定 す

る 上位 職 務 者 以 外の 者 に対 し て 支 給 する

旅 費の 額 相 当 額 とす る 。  

 

 

 

 

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 ）第 ２ 条の 規 定 に 基 づき 、

大 阪広 域 水 道 企 業団 情 報公 開 審 査 会 （以

下 「審 査 会 」 と いう 。 ）の 組 織 、 委 員の

報 酬及 び 費 用 弁 償の 額 並び に そ の 支 給方

法 その 他 審 査 会 に関 し 必要 な 事 項 を 定め

る もの と す る 。  

 

（ 会議 ）  

第 ４条  （ 略 ）  

２  審 査 会 は 、 委員 の 過半 数 が 出 席 しな け

れ ば開 く こ と が でき な い。  

３  （ 略 ）  

 

（ 報酬 ）  

第 ５条  委 員 の 報酬 の 額は 、 日 額 8,000円 と

す る。  

 

２  前 項 の 報 酬 は、 出 席日 数 に 応 じ て、 そ

の 都度 支 給 す る 。  

３  委 員 の う ち 大阪 広 域水 道 企 業 団 の経 済

に属 す る常 勤 の 職員 であ る 者に 対 して は 、

報 酬を 支 給 し な い。  

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ６条  委 員 の 費用 弁 償の 額 は 、 職 員の 旅

費 に関 す る 規 程 （平 成 23年 大 阪 広 域 水道

企 業団 管 理 規 程 第 26号 ）に よ り 支 給 を受

け る者 の 額 相 当 額と す る。  

 

 

２  前 項 の 費 用 弁償 の 支給 に つ い て の路 程

は 、住 所 地 の 市 町村 か ら起 算 す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定に か かわ ら ず 、 委 員の う

ち 大阪 広 域 水 道 企業 団 の経 済 に 属 す る常



 

 

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 保 護 審 議 会 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 庶務 ）  

第 ７条  （ 略 ）  

 

（ 委任 ）  

第 ８条  （ 略 ）  

 

勤 の職 員 で あ る 者の 費 用弁 償 の 額 は 、そ

の 者が 当 該 職 員 とし て 公務 の た め 旅 行し

た 場合 に 支 給 さ れる 旅 費相 当 額 と す る。  

 

（ 支給 方 法 ）  

第 ７条  委 員 の 報酬 及 び費 用 弁 償 の 支給 方

法 に関 し 、 こ の 規則 に 定め が な い 事 項に

つ いて は 、 常 勤 の職 員 の例 に よ る 。  

 

（ 庶務 ）  

第 ８条  （ 略 ）  

 

（ 委任 ）  

第 ９条  （ 略 ）  

 

改 正後  改 正前  

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 。以 下「 条 例 」とい う 。）

第 ６条 の 規 定 に 基づ き 、大 阪 広 域 水 道企

業 団個 人 情 報 保 護審 議 会（ 以 下「 審 議 会 」

と いう 。 ） の 組 織、 委 員の 報 酬 及 び 費用

弁 償の 額 そ の 他 審議 会 に関 し 必 要 な 事項

を 定め る も の と する 。  

 

（ 報酬 ）  

第 ５条  条 例 第 ３条 第 １項 の 規 定 に 基づ き

定 める 委 員 の 報 酬の 額 は 、日 額 8,000円と

す る。  

 

 

 

 

 

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ６条  委 員 の 費用 弁 償の 額 は 、 大 阪広 域

水 道企 業 団 職 員 の旅 費 に関 す る 規 程 （平

成 23年 大 阪 広 域 水道 企 業団 管 理 規 程 第 26

号 ）に よ り 同 規 程第 25条 第２ 号 に 規 定 す

る 上位 職 務 者 以 外の 者 に対 し て 支 給 する

旅 費の 額 相 当 額 とす る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 ）第 ２ 条の 規 定 に 基 づき 、

大 阪広 域 水 道 企 業団 個 人情 報 保 護 審 議会

（ 以下 「 審 議 会 」と い う。 ） の 組 織 、委

員 の報 酬 及 び 費 用弁 償 の額 並 び に そ の支

給 方法 そ の 他 審 議会 に 関し 必 要 な 事 項を

定 める も の と す る。  

 

（ 報酬 ）  

第 ５条  委 員 の 報酬 の 額は 、 日 額 8,000円 と

す る。  

 

２  前 項 の 報 酬 は、 出 席日 数 に 応 じ て、 そ

の 都度 支 給 す る 。  

３  委 員 の う ち 大阪 広 域水 道 企 業 団 の経 済

に属 す る常 勤 の 職員 であ る 者に 対 して は 、

報 酬を 支 給 し な い。  

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ６条  委 員 の 費用 弁 償の 額 は 、 職 員の 旅

費 に関 す る 規 程 （平 成 23年 大 阪 広 域 水道

企 業団 管 理 規 程 第 26号 ）に よ り 支 給 を受

け る者 の 額 相 当 額と す る。  

 

 

２  前 項 の 費 用 弁償 の 支給 に つ い て の路 程

は 、住 所 地 の 市 町村 か ら起 算 す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定に か かわ ら ず 、 委 員の う

ち 大阪 広 域 水 道 企業 団 の経 済 に 属 す る常

勤 の職 員 で あ る 者の 費 用弁 償 の 額 は 、そ

の 者が 当 該 職 員 とし て 公務 の た め 旅 行し

た 場合 に 支 給 さ れる 旅 費相 当 額 と す る。  



 

 

第 ３ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 退 職 手 当 審 査 会 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水

道 企 業 団 規 則 第 11号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 

 

 

 

 

 

（ 庶務 ）  

第 ７条  （ 略 ）  

 

（ 委任 ）  

第 ８条  （ 略 ）  

 

 

（ 支給 方 法 ）  

第 ７条  委 員 の 報酬 及 び費 用 弁 償 の 支給 方

法 に関 し 、 こ の 規則 に 定め が な い 事 項に

つ いて は 、 常 勤 の職 員 の例 に よ る 。  

 

（ 庶務 ）  

第 ８条  （ 略 ）  

 

（ 委任 ）  

第 ９条  （ 略 ）  

 

改 正後  改 正前  

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 。以 下「 条 例 」とい う 。）

第 ６条 の 規 定 に 基づ き 、大 阪 広 域 水 道企

業 団退 職 手 当 審 査会 （ 以下 「 審 査 会 」と

い う。 ） の 組 織 、委 員 の報 酬 及 び 費 用弁

償 の額 そ の 他 審 査会 に 関し 必 要 な 事 項を

定 める も の と す る。  

 

（ 報酬 ）  

第 ５条  条 例 第 ３条 第 １項 の 規 定 に 基づ き

定 める 委 員 の 報 酬の 額 は、 日 額 8,000円 と

す る。  

 

 

 

 

 

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ６条  委 員 の 費用 弁 償の 額 は 、 大 阪広 域

水 道企 業 団 職 員 の旅 費 に関 す る 規 程 （平

成 23年 大 阪 広 域 水道 企 業団 管 理 規 程 第 26

号 ）に よ り 同 規 程第 25条 第２ 号 に 規 定 す

る 上位 職 務 者 以 外の 者 に対 し て 支 給 する

旅 費の 額 相 当 額 とす る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 ）第 ２ 条の 規 定 に 基 づき 、

大 阪広 域 水 道 企 業団 退 職手 当 審 査 会 （以

下 「審 査 会 」 と いう 。 ）の 組 織 、 委 員の

報 酬及 び 費 用 弁 償の 額 並び に そ の 支 給方

法 その 他 審 査 会 に関 し 必要 な 事 項 を 定め

る もの と す る 。  

 

（ 報酬 ）  

第 ５条  委 員 の 報酬 の 額は 、 日 額 8,000円 と

す る。  

 

２  前 項 の 報 酬 は、 出 席日 数 に 応 じ て、 そ

の 都度 支 給 す る 。  

３  委 員 の う ち 大阪 広 域水 道 企 業 団 の経 済

に属 す る常 勤 の 職員 であ る 者に 対 して は 、

報 酬を 支 給 し な い。  

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ６条  委 員 の 費用 弁 償の 額 は 、 大 阪広 域

水 道企 業 団 職 員 の旅 費 に関 す る 規 程 （平

成 23年 大 阪 広 域 水道 企 業団 管 理 規 程 第 26

号 ）に よ り 支 給 を受 け る者 の 額 相 当 額と

す る。  

 

２  前 項 の 費 用 弁償 の 支給 に つ い て の路 程

は 、住 所 地 の 市 町村 か ら起 算 す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定に か かわ ら ず 、 委 員の う

ち 大阪 広 域 水 道 企業 団 の経 済 に 属 す る常

勤 の職 員 で あ る 者の 費 用弁 償 の 額 は 、そ

の 者が 当 該 職 員 とし て 公務 の た め 旅 行し

た 場合 に 支 給 さ れる 旅 費相 当 額 と す る。  

 

（ 支給 方 法 ）  

第 ７条  委 員 の 報酬 及 び費 用 弁 償 の 支給 方



 

 

第 ４ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 非 常 勤 職 員 災 害 補 償 認 定 委 員 会 規 則 （ 平 成

23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 21号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 

 

 

（ 庶務 ）  

第 ７条  （ 略 ）  

 

（ 委任 ）  

第 ８条  （ 略 ）  

 

法 に関 し 、 こ の 規則 に 定め が な い 事 項に

つ いて は 、 常 勤 の職 員 の例 に よ る 。  

 

（ 庶務 ）  

第 ８条  （ 略 ）  

 

（ 委任 ）  

第 ９条  （ 略 ）  

 

改 正後  改 正前  

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 。以 下「 条 例 」とい う 。）

第 ６条 の 規 定 に 基づ き 、大 阪 広 域 水 道企

業 団非 常 勤 職 員 災害 補 償認 定 委 員 会 （以

下 「委 員 会 」 と いう 。 ）の 組 織 、 委 員の

報 酬及 び 費 用 弁 償の 額 その 他 審 査 会 に関

し 必要 な 事 項 を 定め る もの と す る 。  

 

（ 職務 ）  

第 ２条  委 員 会 は、 条 例第 ２ 条 に 掲 げる 当

該 担任 事 務 を 行 う。  

 

 

（ 会議 ）  

第 ６条  委 員 会 の会 議 は 、委 員 長 が 招 集 し 、

委 員長 が そ の 議 長と な る。  

２ ―４  （ 略 ）  

 

（ 報酬 ）  

第 ８条  条 例 第 ３条 第 １項 の 規 定 に 基づ き

定 める 委 員 の 報 酬の 額 は 、日 額 8,000円と

す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ９条  委 員 の 費用 弁 償の 額 は 、 大 阪広 域

水 道企 業 団 職 員 の旅 費 に関 す る 規 程 （平

成 23年 大 阪 広 域 水道 企 業団 管 理 規 程 第 26

号 ）に よ り 同 規 程第 25条 第２ 号 に 規 定 す

る 上位 職 務 者 以 外の 者 に対 し て 支 給 する

旅 費の 額 相 当 額 とす る 。  

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 ）第 ２ 条の 規 定 に 基 づき 、

大 阪広 域 水 道 企 業団 非 常勤 職 員 災 害 補償

認 定委 員 会 （ 以 下「 委 員会 」 と い う 。）

の 組織 、 委 員 の 報酬 及 び費 用 弁 償 の 額並

び にそ の 支 給 方 法そ の 他審 査 会 に 関 し必

要 な事 項 を 定 め るも の とす る 。  

 

（ 職務 ）  

第 ２条  委 員 会 は、 大 阪広 域 水 道 企 業団 附

属 機関 条 例 第 １ 条に 掲 げる 当 該 担 任 事務

を 行う 。  

 

（ 会議 ）  

第 ６条  委 員 会 は、 委 員長 が 招 集 し 、委 員

長 がそ の 議 長 と なる 。  

２ ―４  （ 略 ）  

 

（ 報酬 ）  

第 ８条  委 員 の 報酬 の 額は 、 日 額 8,000円 と

す る。  

 

２  前 項 の 報 酬 は、 出 席日 数 に 応 じ て、 そ

の 都度 支 給 す る 。  

３  委 員 の 報 酬 の支 給 方法 に 関 し 、 この 規

則 に定 め が な い 事項 に つい て は 、 常 勤の

職 員の 例 に よ る 。  

４  委 員 の う ち 大阪 広 域水 道 企 業 団 の経 済

に属 する常 勤 の職 員 である者 に対 しては、

報 酬を 支 給 し な い。  

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ９条  委 員 の 費用 弁 償の 額 及 び 支 給方 法

に つい て は 、 企 業長 が 別に 定 め る 。  

 

 

 

 



 

 

第 ５ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 非 常 勤 職 員 災 害 補 償 審 査 会 規 則 （ 平 成 23年

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  前 項 の 規 定 にか か わら ず 、 委 員 のう ち

大 阪広 域 水 道 企 業団 の 経済 に 属 す る 常勤

の 職員 で あ る 者 の費 用 弁償 の 額 は 、 大阪

広 域水 道 企 業 団 職員 の 旅費 に 関 す る 規程

（ 平成 23年 大 阪 広域 水 道企 業 団 管 理 規程

第 26号 ） に よ り 、そ の 者が 当 該 職 員 とし

て 公務 の た め 旅 行し た 場合 に 支 給 さ れる

旅 費相 当 額 と す る。  

 

改 正後  改 正前  

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 。以 下「条 例 」と いう 。）

第 ６条 の 規 定 に 基づ き 、大 阪 広 域 水 道企

業 団非 常 勤 職 員 災害 補 償審 査 会（ 以 下「 審

査 会」 と い う 。 ）の 組 織、 委 員 の 報 酬及

び 費用 弁 償 の 額 その 他 審査 会 に 関 し 必要

な 事項 を 定 め る もの と する 。  

 

（ 職務 ）  

第 ２条  審 査 会 は、 条 例第 ２ 条 に 掲 げる 当

該 担任 事 務 を 行 う。  

 

 

（ 会議 ）  

第 ６条  審 査 会 の会 議 は、 会 長 が 招 集し 、

会 長が そ の 議 長 とな る 。  

２ ―４  （ 略 ）  

 

（ 報酬 ）  

第 ８条  条 例 第 ３条 第 １項 の 規 定 に 基づ き

定 める 委 員 の 報 酬の 額 は 、日 額 8,000円と

す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ９条  委 員 の 費用 弁 償の 額 は 、 大 阪広 域

水 道企 業 団 職 員 の旅 費 に関 す る 規 程 （平

成 23年 大 阪 広 域 水道 企 業団 管 理 規 程 第 26

号 ）に よ り 同 規 程第 25条 第２ 号 に 規 定 す

る 上位 職 務 者 以 外の 者 に対 し て 支 給 する

 

（ 趣旨 ）  

第 １条  こ の 規 則は 、 大阪 広 域 水 道 企業 団

附 属機 関 条 例 （ 平成 23年 大阪 広 域 水 道 企

業 団条 例 第 ７ 号 ）第 ２ 条の 規 定 に 基 づき 、

大 阪広 域 水 道 企 業団 非 常勤 職 員 災 害 補償

審 査会 （ 以 下 「 審査 会 」と い う 。 ） の組

織 、委 員 の 報 酬 及び 費 用弁 償 の 額 並 びに

そ の支 給 方 法 そ の他 審 査会 に 関 し 必 要な

事 項を 定 め る も のと す る。  

 

（ 職務 ）  

第 ２条  審 査 会 は、 大 阪広 域 水 道 企 業団 附

属 機関 条 例 第 １ 条に 掲 げる 当 該 担 任 事務

を 行う 。  

 

（ 会議 ）  

第 ６条  審 査 会 は、 会 長が 招 集 し 、 会長 が

そ の議 長 と な る 。  

２ ―４  （ 略 ）  

 

（ 報酬 ）  

第 ８条  委 員 の 報酬 の 額は 、 日 額 8,000円 と

す る。  

 

２  前 項 の 報 酬 は、 出 席日 数 に 応 じ て、 そ

の 都度 支 給 す る 。  

３  委 員 の 報 酬 の支 給 方法 に 関 し 、 この 規

則 に定 め が な い 事項 に つい て は 、 常 勤の

職 員の 例 に よ る 。  

４  委 員 の う ち 大阪 広 域水 道 企 業 団 の経 済

に属 する常 勤 の職 員 である者 に対 しては、

報 酬を 支 給 し な い。  

 

 

（ 費用 弁 償 ）  

第 ９条  委 員 の 費用 弁 償の 額 及 び 支 給方 法

に つい て は 、 企 業長 が 別に 定 め る 。  

 

 

 



 

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

旅 費の 額 相 当 額 とす る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  前 項 の 規 定 にか か わら ず 、 委 員 のう ち

大 阪広 域 水 道 企 業団 の 経済 に 属 す る 常勤

の 職員 で あ る 者 の費 用 弁償 の 額 は 、 大阪

広 域水 道 企 業 団 職員 の 旅費 に 関 す る 規程

（ 平成 23年 大 阪 広域 水 道企 業 団 管 理 規程

第 26号 ） に よ り 、そ の 者が 当 該 職 員 とし

て 公務 の た め 旅 行し た 場合 に 支 給 さ れる

旅 費相 当 額 と す る。  

 


